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後期高齢者医療制度
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

を
決
め
る
基
準
で
あ
る
保
険
料
率

（
均
等
割
額
と
所
得
割
率
）
の
令
和

２
・
３
年
度
分
が
次
の
通
り
決
定
し

ま
し
た
（
２
年
ご
と
に
見
直
し
）。

▽
均
等
割
額
$
５
万
１
千
３７１
円

（
平
成
３０
・
３１
年
度
は
４
万
８
千
８５５

円
）
▽
所
得
割
率
$
１０
・
４９
㌫
（
同

１０
・
１７
㌫
）
▽
賦
課
限
度
額
$
６４
万

円
（
同
６２
万
円
）
$
左
上
表
１
。

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

◎
所
得
の
低
い
人
の
軽
減

令
和
元

年
中
の
世
帯
（
世
帯
主
と
世
帯
内
の

被
保
険
者
）
の
総
所
得
金
額
等
が
一

定
額
以
下
$
左
表
２
$
の
人
は
、
均

等
割
額
を
軽
減
。
６５
歳
以
上
の
公
的

年
金
受
給
者
は
、
総
所
得
金
額
等
か

ら
年
金
所
得
の
範
囲
内
で
最
大
１５
万

円
を
控
除
し
判
定
。◎

被
扶
養
者
だ
っ

た
人
の
軽
減

制

度
に
加
入
す
る
前

日
に
、
会
社
の
健

康
保
険
な
ど
（
国

民
健
康
保
険
や
国

民
健
康
保
険
組
合

は
対
象
外
）
の
被

扶
養
者
だ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
が

か
か
ら
ず
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な

っ
て
か
ら
２
年
間

は
均
等
割
額
が
５

割
軽
減
さ
れ
、
年
額
２
万
５
千
６８５
円

と
な
り
ま
す
。

＊

＊

問
市
後
期
医
療
福
祉
課
!

７８４
・
８

０
４
１
。

◆
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

費
制
度

市
は
、
１
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
・
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

の
世
帯
合
計
が
年
間
の
自
己
負
担
限

度
額
$
右
表
$
を
超
え
た
場
合
、
そ

の
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

合
算
対
象
は
毎
年
７
月
３１
日
時
点

で
同
じ
医
療
保
険
に
加
入
の
世
帯

員
。基

準
日
（
令
和
元
年
７
月
３１
日
）

現
在
で
市
国
民
健
康
保
険
か
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
、
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
る
見
込
み
の
世
帯

に
「
支
給
申
請
書
」
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

た
だ
し
、
計
算
期
間
中
（
平
成
３０

年
８
月
１
日
〜
令
和
元
年
７
月
３１

日
）
に
加
入
の
医
療
・
介
護
保
険
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
る
人
は
、
計
算
期
間
中

に
加
入
し
て
い
た
医
療
・
介
護
保
険

の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
を
取
得

し
、
基
準
日
に
加
入
の
医
療
保
険
者

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
国
保
年
金
課
!

７８４
・
８
０
４

０
、
市
後
期
医
療
福
祉
課
!

７８４
・
８

０
４
１
、
市
介
護
保
険
課
!

７８４
・
８

０
３
７
。

◆
４
月
分
か
ら
児
童
扶
養
手
当
な
ど

の
支
給
額
を
改
定

市
は
、
児
童
扶

養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手

当
、
福
祉
手
当
を
４
月
か
ら
左
上
表

の
通
り
改
定
し
ま
す
。

問
表
内
の
○こ
は
市
こ
ど
も
福
祉
課

!

７８４
・
８
０
３
０
、
(
は
市
地
域
・

高
年
福
祉
課
!

７８４
・
８
０
９
９
。

◆
聞
こ
え
が
不
自
由
な
人
に
配
慮
を

市
は
、
耳
が
聞
こ
え
づ
ら
く
生
活
に

不
自
由
を
感
じ
て
い
る
人
（
障
害
者

手
帳
を
持
た
な
い
人
も
可
）
に
意
思

表
示
の
カ
ー
ド
$
上
写
真
$
を
配
布

し
て
い
ま
す
。

聞
こ
え
が
不
自
由
な
人
は
、
相
手

の
口
の
動
き
を
読
み
取
り
話
の
内
容

を
認
識
し
ま
す
が
、
マ
ス
ク
な
ど
で

口
元
が
見
え
な
い
と
き
は
認
識
で
き

ず
意
思
疎
通
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
手
話
を
使
わ
ず
筆
談
を
希

望
す
る
人
も
い
ま
す
の
で
、
同
カ
ー

ド
の
提
示
が
あ
っ
た
場
合
は
提
示
さ

れ
た
面
に
応
じ
て
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
市
障
害
福
祉
課
!

７８４
・
８
０
３

２
。

市
家
庭
菜
園

利
用
予
約
登
録
者
募
集

市
は
、
家
庭
菜
園
の
利
用
予
約
登

録
者
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。
募

集
菜
園
は
左
表
の
通
り
。

【
対
象
】
市
内
に
住
所
が
あ
る
２０

歳
以
上
の
人
か
学
校
園
、
福
祉
施
設

な
ど
（
現
在
、
市
家
庭
菜
園
を
利
用

し
て
い
る
人
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

応
募
は
１
世
帯
・
施
設
に
つ
き
１
菜

園
の
み
）。

【
利
用
料
（
年
額
）
】
標
準
２０
平

方
㍍
で
１
万
５
千
８００
円
（
年
度
途
中

か
ら
利
用
の
場
合
は
減
額
）。

'
電
話
で
市
農
業
政
策
課
!

７８４
・

８
０
５
０
へ
。
先
着
順
。
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&
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&
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社
会
教
育
委
員

募
集
し
ま
す

市
教
委
は
、
社
会
教
育
に
関
し
て

助
言
す
る
た
め
研
究
調
査
な
ど
を
行

う
社
会
教
育
委
員
２
人
を
次
の
通
り

募
集
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
２０
歳
以
上
で
次
の
全

て
に
該
当
す
る
人
▽
市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
者
▽
社
会
教
育
に
つ
い
て

幅
広
い
見
識
と
関
心
を
持
つ
▽
平
日

の
会
議
（
年
間
４
回
程
度
）
に
出
席

で
き
る
▽
他
の
審
議
会
な
ど
の
委
員

や
市
職
員
、
市
議
会
議
員
で
な
い
。

【
任
用
期
間
】
６
月
２２
日
か
ら
２

年
間
。

【
報
酬
】
１
回
の
会
議
に
つ
き
１

万
７００
円
。

'
「
地
域
に
お
け
る
社
会
教
育
施

設
の
役
割
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
作

文
（
８００
字
程
度
）
に
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
勤
務
先（
在

勤
の
場
合
）
、
応
募
動
機
、
社
会
教

育
活
動
経
験
、
自
己
ア
ピ
ー
ル
を
書

い
て
、
５
月
１５
日
ま
で
に
直
接
か
郵

送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊

丹
市
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育

課
（
!

７６４
・
７
８
１
４
）
へ
。
書
類

選
考
後
、
面
接
あ
り
。

◆
市
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
を
募
集

市
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
８
月
１
日

採
用
予
定
の
正
規
職
員
１
人
を
次
の

通
り
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格
$
昭
和
６０
年
４
月
２

日
以
降
生
ま
れ
▽
勤
務
$
週
５
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
４５
分
▽
月
給
$

大
学
卒
２０
万
４２０
円
、
短
大
卒
１８
万
２

千
４９０
円
、
高
校
卒
１７
万
３９０
円
（
各
種

手
当
・
職
歴
加
算
あ
り
）。

'
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
る
申
込

書
（
同
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を

書
き
、
資
格
証
の
写
し
な
ど
を
添
え

て
、
５
月
１２
日
午
後
５
時
ま
で
に
直

接
か
郵
送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・
０
０

１
４
広
畑
３
―
１
伊
丹
市
社
会
福
祉

協
議
会
（
!

７７９
・
８
５
１
２
）
へ
。

◆
防
火
管
理
者
資
格
付
与
講
習
会
を

開
催

【
日
程
・
内
容
】
▽
６
月
４

日
㈭
・
５
日
㈮
（
全
２
回
）
$
甲
種

▽
４
日
㈭
$
乙
種
。
い
ず
れ
も
午
前

９
時
半
、東
リ

い
た
み
ホ
ー
ル
で
。

定
員
１２０
人
。
受
講
料
は
甲
種
８
千

円
、
乙
種
７
千
円
。

'
４
月
１５
〜
２２
日
に
（
一
財
）
日

本
防
火
・
防
災
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
電
子
申
請
を
（
フ
ァ
ク
ス
０３
・

３
５
９
１
・
７
１
２
１
も
可
）
。
先

着
順
。

問
市
消
防
局
予
防
課
!

７８３
・
０
７

９
９
。

◆
市
長
・
市
議
会
の
交
際
費
を
公
開

四
半
期
ご
と
の
市
長
・
市
議
会
の
交

際
費
の
支
出
明
細
と
集
計
表
を
公
開

し
て
い
ま
す
。

１
〜
３
月
分
は
４
月
３０
日
か
ら
▽

市
長
交
際
費
$
市
役
所
２
階
の
総
務

課
（
!

７８４
・
８
０
１
５
）
▽
市
議
会

交
際
費
$
市
役
所
議
会
棟
２
階
の
市

議
会
事
務
局
（
!

７８３
・
１
３
４
４
）

―
―
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
閲
覧
無

料
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
申

請
・
交
付

４
月
２６
日
、
５
月
３１
日

の
日
曜
午
前
９
時
〜
午
後
１
時
、
市

役
所
１
階
の
市
民
課
１
番
窓
口
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
申
請
・

交
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

同
日
、
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
や
印
鑑
登
録
の
受

け
付
け
を
し
ま
す
。

問
市
市
民
課
!

７８４
・
８
０
３
８
。

伊
丹
広
４
面

０
４
１
５
０
４

井
❶
藤
❷
奥
❸
井
❹
井
❺
井
❻
井
❼
藤
❽
奥
❾
奥
10
藤
11
奥
⑫
尚

各手当の支給額

【
Ｑ
】
昨
日
、
業
者
が
訪
ね
て

き
て
「
以
前
の
地
震
で
家
屋
に
被

害
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
か

訪
問
し
て
い
る
。
小
さ
な
傷
で
も

私
た
ち
が
調
査
し
て
保
険
金
請
求

申
請
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。

手
数
料
は
保
険
金
額
の
３０
㌫
に
な

る
」
と
い
う
説
明
を
受
け
た
が
依

頼
し
て
良
い
か
よ
く
分
か
ら
な

い
。（
５０
代
男
性
）

【
Ａ
】一
般
的
に
損
害
保
険
金
は
、

契
約
者
本
人
か
ら
損
害
保
険
会
社
や

代
理
店
に
連
絡
し
請
求
し
ま
す
。
請

求
手
続
き
に
関
し
て
、
お
金
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
自
分
で
契
約
し
て
い
る
損

害
保
険
会
社
や
代
理
店
に
連
絡
し
、

保
険
金
支
払
い
の
対
象
と
な
る
か
、

手
続
き
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い

か
な
ど
を
確
認
す
る
よ
う
に
と
助
言

し
ま
し
た
。

自
然
災
害
に
よ
り
住
宅
が
被
害
を

受
け
た
場
合
で
も
、
契
約
内
容
に
よ

っ
て
は
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
か
、

保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
で
も
、

実
際
に
い
く
ら
支
払
わ
れ
る
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
建
物
の
経
年

劣
化
は
損
害
保
険
の
補
償
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

事
例
の
よ
う
に
「
手
数
料
は
保
険

金
額
の
３０
㌫
」
と
な
っ
て
い
る
場

合
、
修
理
代
金
を
保
険
金
で
賄
お
う

と
思
っ
て
い
て
も
、
保
険
金
か
ら
手

数
料
を
支
払
う
こ
と
で
、
修
理
代
金

に
不
足
が
生
じ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。も

し
、
工
事
を
依
頼
す
る
場
合

は
、
慌
て
ず
に
複
数
の
業
者
か
ら
見

積
も
り
を
取
り
、
比
較
・
検
討
し
ま

し
ょ
う
。

他
に
も
損
害
保
険
会
社
を
か
た
っ

て
業
者
が
「
調
査
に
来
た
」
と
訪
ね

て
く
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。
原
則
と

し
て
契
約
者
が
依
頼
し
て
い
な
い
場

合
、
損
害
保
険
会
社
か
ら
調
査
に
来

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
契
約
し
て

い
る
損
害
保
険
会
社
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

毎
年
の
よ
う
に
台
風
や
豪
雨
、
地

震
の
被
害
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
耳

に
し
ま
す
。
保
険
会
社
や
保
険
商
品

に
よ
り
補
償
対
象
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
一
度
、
損
害
保
険
の
契
約
内
容

を
確
認
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。消

費
生
活
・
製
品
事
故
に
関
す
る

相
談
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
!

７７５
・

１
２
９
８
（
相
談
専
用
平
日
午
前
９

時
〜
正
午
、午
後
１
時
〜
４
時
１５
分
）

へ
。

自分でできます！
損害保険金の請求カード表面

カード裏面

募集菜園

手当 改定前 改定後

児童扶養手当○こ

（全部支給で児童１人の場合）
４万２９１０円 ４万３１６０円

特別児童扶養手当○こ
１級５万２２００円 ５万２５００円

２級３万４７７０円 ３万４９７０円

障害児福祉手当○こ １万４７９０円 １万４８８０円

特別障害者手当! ２万７２００円 ２万７３５０円

福祉手当（経過措置分）! １万４７９０円 １万４８８０円

表１ 令和２・３年度保険料の計算方法

保険料額（年額）

（上限６４万円）

※総所得金額等とは、収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、必
要経費のことをいい、社会保険料控除額、扶養控除額などの所得控除額は除く）
を引いた額

＝
所得割額

（※総所得金額等-３３万円）×所得割率１０.４９％
＋

均等割額

５１,３７１円

表２ 均等割額が軽減される基準額

軽減割合（軽減後均
等割額：年額）

７割（１５,４１１円）

※７.７５割（１１,５５８円）

５割（２５,６８５円）

２割（４１,０９６円）

※本来は７割軽減だが、特例措置により７．７５割軽減となる

総所得金額等（被保険者+世帯主）が次の基準額以下の世帯

世帯内の被保険者全員の各所得
（公的年金等控除額を８０万円として計算）が
０円

上記以外

基礎控除額（３３万円）+２８.５万円×被保険者数

基礎控除額（３３万円）+５２万円×被保険者数

基礎控除額
（３３万円）

●７０歳未満

所得区分 限度額

ア（９０１万円を超える） ２１２万円

イ（６００万円を超え９０１万円以下） １４１万円

ウ（２１０万円を超え６００万円以下） ６７万円

エ（※を除く２１０万円以下） ６０万円

※オ（住民税非課税世帯） ３４万円

●７０歳以上

所得区分 限度額

現役並み
所得者

Ⅲ（課税所得６９０万円以上） ２１２万円

Ⅱ（同３８０万円以上） １４１万円

Ⅰ（同１４５万円以上） ６７万円

一般（同１４５万円未満など） ５６万円

低所得
Ⅱ ３１万円

Ⅰ １９万円

利用期限

４年２月末

５年２月末

６年２月末

７年２月末

所在地

中野東２

池尻６

鴻池６

昆陽南４

昆陽南３

池尻２

昆陽東５

池尻６

鴻池５

寺本６

寺本東２

菜園名

３４

３７

４６

４７

６０

３８

３０

２３

３２

４３

５２

５３


